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大田市規則第５号 

大田市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予

防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関す

る規則の一部を改正する規則 

大田市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サ

ービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則（平

成２８年大田市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

題名中「及び指定居宅介護支援事業所」を「、指定居宅介護支援事

業所及び指定介護予防支援事業所」に改める。 

第１条中「及び指定居宅介護支援事業所」を「、指定居宅介護支援

事業所及び指定介護予防支援事業所」に改める。 

第２条第１項中「及び第７９条第１項」を「、第７９条第１項及び

第１１５条の２２第１項」に改め、「指定地域密着型サービス事業所

・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所

」を削り、「様式第１号」を「介護保険法施行規則の規定に基づき厚

生労働大臣が定める様式（令和５年厚生労働省告示第３３１号。以下

「様式告示」という。）別紙様式第二号（一）」に改め、同条第２項

中「及び第７９条第１項」を「、第７９条第１項及び第１１５条の２

２第１項」に改める。 

第３条中「及び第８２条」を「、第８２条及び第１１５条の２５」

に改め、「施行規則第１３１条の１３第１項、施行規則第１４０条の

３０第１項及び施行規則第１３３条に掲げる事項の変更に係るものに

あっては」を削り、「様式第２号」を「様式告示別紙様式第二号（四



）」に、「様式第２号の２」を「様式告示別紙様式第二号（五）」に、

「様式第３号」を「様式告示別紙様式第二号（三）」に改める。 

第４条中「様式第４号」を「様式告示別紙様式第二号（六）」に改

める。 

第５条中「第１１５条の２１」の次に「及び第１１５条の３１」を

加え、「指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サ

ービス事業所・指定居宅介護支援事業所」を削り、「様式第５号」を

「様式告示別紙様式第二号（二）」に改める。 

第８条中「及び指定居宅介護支援事業所」を「、指定居宅介護支援

事業所及び指定介護予防支援事業所」に改め、同条を第９条とする。 

第７条中「及び第８５条の規定」を「、第８５条及び第１１５条の

３０の規定」に、「及び第８５条各号」を「、第８５条各号及び第１

１５条の３０各号」に改め、同条第２号中「及び指定居宅介護支援事

業所」を「、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所」

に改め、同条を第８条とし、第６条を第７条とする。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（指定介護予防支援の委託の届出） 

第６条 法第１１５条の２３第３項の規定により、指定介護予防支援

事業所が指定介護予防支援の一部を居宅介護支援事業所に委託しよ

うとするときは、指定介護予防支援委託（変更）の届出書（様式告

示別紙様式第二号（七））により行うものとする。 

様式第１号から様式第５号までを削る。 

附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 大田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則（平成１８

年大田市規則第１９号）は、廃止する。 


